
新      旧      対      照      表 

新 旧 

高知県立高等技術学校の設置及び管理に関する条例施行規則(抜粋) 高知県立高等技術学校の設置及び管理に関する条例施行規則(抜粋) 

 

本則 

 

本則 

  

(始業及び終業時刻) 

第 3条 学校の始業及び終業時刻は、次のとおりとする。ただし、校長

は、必要に応じて始業又は終業の時刻を変更することができる。 

始業 午前 8時 30 分 

終業 午後 5時 15 分 

(始業及び終業時刻) 

第 3条 学校の始業及び終業時刻は、次のとおりとする。ただし、校長

は、必要に応じて始業又は終業の時刻を変更することができる。 

始業 午前 8時 30 分 

終業 午後 5時 30 分 

  

 


